
企画競争実施の公告 

 

企画競争の実施を開催しますので、参加希望者は独立行政法人自動車事故対策機構 自

動車アセスメント部へお申込みください。 

 

令和７年７月７日 

独立行政法人自動車事故対策機構 

理事長  中村 晃一郎 

 

１．業務概要 

（１）品目分類番号  ７３ 

（２）件   名  自動車アセスメント認知度向上のための「守る」ページ見直し等広報

推進業務 
（３）内   容  ナスバＨＰの「守る」ページについて、使いやすさ・見やすさの観点

から、機能、表示、説明文等を改修する提案や、「守る」ページに掲載

している情報を基に自動車アセスメントを自動車ユーザーに広く周

知できるための効果的かつ契約年度に限らない継続的に使用可能な

新たな広報手法及び広報活動を提案すること並びに広報活動を実施

することで、自動車アセスメントの認知度向上を図ることとする。 

（４）契 約 期 間  契約日～令和８年３月３１日 

 

２．企画競争に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１） 独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則（平成１５年１０月１日理事長達第９

号）第２３条の規定に該当しない者であること。 

（２） 企画提案書の提出時において、国の令和０７・０８・０９年度資格審査結果通知書（全

省庁統一資格）（以下「資格審査結果通知書」という。）において、「役務の提供等」の

認定を受けていること。 

（３） 国土交通省官房会計課から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続開始の申立がなされてい

ないこと。 

（５） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の

履行が確保できる者であること。 

（６） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者、又はこれに準じる者として、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．企画競争手続きに関する事項 

（１）担当部署 

〒１３０－００１３ 

東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

独立行政法人自動車事故対策機構 自動車アセスメント部 

（担当：小倉・岩瀬） 

電話０３－５６０８－７５８７  ＦＡＸ０３－５６０８－８６１０ 

（２）企画提案書等の提出及び企画競争の参加申込期間 

    令和７年７月７日（月）から令和７年８月１８日（月）まで（土曜日、日曜日、祝日



を除く）の午前９時３０分から１７時まで。ただし、令和７年８月１８日（月）は正午

まで。上記（１）あて、持参又は郵送（期限までに必着）すること。 

（３）見積書及び企画提案書の内容説明（以下「プレゼンテーション」という。）実施の有無 

    企画提案書に係るプレゼンテーションは、令和７年８月２２日（金）１３時から、当

機構の会議室にて企画競争入札審査委員が出席して実施することとしている。 

プレゼンテーション開始時間等具体的な内容は別途連絡するが、企画提案書提出者の

プレゼンテーション持ち時間は３０分程度（質疑応答含む。）を予定している。 

（４）審査結果は令和７年８月２５日（月）までに通知する。 

 

４．その他留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

（３）提出された企画提案書、審査内容については公表しない。 

（４）参加希望者が多数の場合には、事前の書面審査によりプレゼン実施者を選抜することが

ある。 

（５）採用された場合には、当機構と十分協議を行いながら制作を進めることとする。なお、

採用された企画については変更・修正する場合がある。 

（６）採用された提案は、企画競争実施の結果、最適なものとして特定したものであるが、当

機構の会計規程等に基づく契約手続きの完了までは、当機構との契約関係を生じるもので

はない。 

（７）提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効とすると共に、記載を行った提

案者に対して以後の企画競争への参加停止を行うことがある。 

（８）契約により制作された全ての創作物に係る著作権等一切の権利は、当機構に帰属するも

のであること。 

（９）特定された提案内容については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

（平成１３年法律第１４０号）において、当機構が取得した文書について、開示請求者か

らの開示請求があった場合は、当該特定された者の権利や競争上の地位等を害する恐れが

ないものについては、開示対象となる場合がある。 

（10）企画競争参加希望者は２．(２)の資格審査結果通知書を上記３．（２）の企画競争参加

申込に際して提出する必要がある。 

（11）詳細は、企画競争仕様説明書による。 

 

５．Summary 

（１）Contracting Entity: Nakamura Koichiro, President, National Agency for  

  Automotive Safety and Victims’ Aid. 

（２）Classification of the services to be procured: 73 

（３）Nature and quantity of the services to be required: Public relations services 

utilizing , including review of the “Protect” page to improve awareness of new 

car assessment proglam . 1 set. 

（４）Fulfillment period: From the contract date through 31,March,2026. 

（５）Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible      

for participating in the proposed tender are those who shall: 

   ①Have a Grade A or B or Ｃ or D in the "Provision of Services" in terms of 

qualification for participating in general competition (Single qualification for 

very ministry and agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027. 



②Not be under suspension of nomination by Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism. 

③Others are based on a Specification description. 

（６）Contact point for the notice: National Agency for Automotive Safety and Victims’ 

Aid, 19F Arca East, 3-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013 Japan. 

    Planning & Public Relations Department (Procedural matters) Ogura Takuya or Iwase 

Mao  TEL 03-5608-7587 

（７）Time limit of tender: 12:00 PM, 18 August,2025 
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企画競争仕様説明書 

 

１．件名 

  自動車アセスメント認知度向上のための「守る」ページ見直し等広報推進業務 

   

２．業務概要 

  ナスバＨＰの「守る」ページにおいては、自動車アセスメントの試験結果の公表等を行

っているが、外部からは同ページが高齢者にとってわかりにくいとの指摘を頂いている

状況である。このため、同ページを高齢者にとって使いやすく、かつ、見やすいインター

フェースに見直しを行う必要がある。その一方で、同ページは、様々な年齢層の自動車ユ

ーザーが閲覧するものでもあることから、閲覧者が高齢者かどうかに関わらず、大多数の

自動車ユーザーにとって、使いやすく、かつ、見やすいインターフェースとすることも大

事な視点である。このような形で、自動車ユーザーが知りたいと思う情報にアクセスしや

すくなるように「守る」ページの見直しを行うことは、より安全な自動車の普及に繋がる

他、後述する自動車アセスメント評価検討会で指摘がなされている「自動車アセスメント

の認知度向上」の課題解決の一助にも繋がるものと考えられる。このため、高齢者及び大

多数の自動車ユーザーの双方にとって使いやすく、見やすいと思う機能は何かを検討し、

及びデザインを行うこと等によって、「守る」ページの効果的な見直しを行うこととする。 

また、自動車アセスメント部では「守る」ページでの試験結果の公表の他、認知度向上

を図るための取り組みとして、パンフレット等冊子の作成や YouTube チャンネルの運

用、公式 SNS での情報発信、モビリティショーでのブース出展、その他イベントでの試

験車両展示、ナスバの主管支所及び支所の職員に向けた自動車アセスメント広報説明員

育成のための研修などを実施している。一方で、自動車アセスメント評価検討会等におい

ては、直近の令和６年１２月に自動車アセスメントの認知度向上についてさらに取り組

むよう意見が出されている。昨今、広報ツールは多様化し、また絶えず変化をしているこ

とから、従来型の広報手法にとらわれていては効果的な広報に繋がらない。このため、外

部から効果的かつ新たな広報手法の専門的知見を得て業務を実施することとする。 

これらにより、自動車アセスメントの認知度向上を図ることとする。 

本業務では以下について、機構と相談しながら検討・実施する。 

（１） 「守る」ページについて、使いやすさ・見やすさの観点から、機能、表示、説明

文等を改修する提案をする。この際は以下に留意すること。なお、本契約には実

装作業は含めない。今後提案を基に別で「守る」ページへの実装の契約をする予

定。 

・公示日現在の「守る」ページに掲載されている情報（当該ページに格納され

ているデータを含む。）を漏れなく利用する。 

・「自動車アセスメントロードマップ 2025」（参考資料１参照。出典：国土交

通省）で予定されている新たな試験が導入された際に「守る」ページに反映
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をすることが可能であるものとする。 

・「防ぐ」「支える」のページと色合い等の調和をとること。 

（２） 「守る」ページに掲載している情報を基に自動車アセスメントを自動車ユーザー

に広く周知できるための効果的かつ契約年度に限らない継続的に使用可能な新た

な広報手法及び広報活動を提案すること。この際は、以下に留意すること。 

・自動車アセスメントの認知度向上のポイントは「ファイブスター大賞の価値

と注目度の向上」とすること※。 

※補足説明…既に自動車に関心と理解がある自動車ユーザーだけではなく、

今まで自動車アセスメントを知らなかった自動車ユーザーに対しても自

動車アセスメントの存在を知らしめ、その結果として自動車ユーザー

が、「ファイブスター大賞」の情報を自ら知りたいと思い、ナスバ HP

の「守る」ページを検索しようとする等の具体的な行動に繋がることを

目指すこと。また、それらを通じた効果として、自動車アセスメントの

実施機関としてナスバという独立行政法人が存在していることが認知さ

れるよう目指すとともに、「ファイブスター大賞」だけではなく「ファ

イブスター賞」も認知されるよう目指すこと。 

・現在自動車アセスメント部が行っている広報活動だけにとらわれない提案と

すること。 

・現行の年間スケジュール（参考資料２参照）を踏まえ、新たな広報活動を追

加等した上で、年間スケジュールを提案すること。 

（３） （２）で提案する年間スケジュールの中で、契約期間中に実施可能である広報活

動については、主体となり実施すること（自動車アセスメント部が行うプレスリ

リース関係、イベント関係及びSNS投稿関係の活動に対するサポートを含む。）。 

 

上記（１）から（３）までの３点の業務については、令和４年度～令和６年度業務実績

報告書（参考資料３）並びに令和 6 年度第１～第３回自動車アセスメント評価検討会議事

次第（参考資料４。出典：国土交通省）及び議事録（参考資料５。出典：国土交通省）を

参照しつつ、自動車アセスメント業務を十分理解した上で提案及び実施をすること。 

 

※受注者は契約期間中、機構監督職員との一元的な窓口として業務統括責任者を配置

し、常に業務全体（業務のスケジュール、内容及び進捗等）について管理を行うとと

もに、機構監督職員等との各打合せには必ず参加しその内容を報告すること。 

なお、業務統括責任者は、機構監督職員からの問い合わせ及び指示があった際には、

迅速に回答をするなどの対応を行い、定期的に作業の進捗状況を報告すること。 

 

３．契約不適合 

   発注者は、本業務を完了した日から起算して 1 年以内に、本業務に種類、品質又は

数量に関して契約の内容に適合しないものを発見し、受注者に対してその旨を通知し
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たときは、受注者の負担においてその契約不適合の補修、代品との交換又は不足分の引

き渡しによる履行の追完を請求することができる。また、前述の各請求とともに、又は

これに代えて損害賠償を請求することができる。 

 

４．個人情報保護法に関する事項 

   受注者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」又は、当該法

律を遵守するために受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、

個人情報を取り扱うこと。 

 

５．第三者への請負、著作権等 

（１）受注者は、本業務の全部を一括して又は主たる部分を請負等により第三者に実施さ

せてはならない。ただし、次の場合においてはこの限りではない。 

①受注者が、書面により請負等を受ける業者の名前・住所・請負等の業務の範囲・請

負等の必要性・請負等の金額等を事前に機構へ申請し、その承諾を受けた場合。な

お請負等の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

②受注者が、コピー・ワープロ・印刷・製本・トレース・資料整理・計算処理・翻訳 

・参考書籍等の購入・消耗品購入・会場借上等の軽微な業務を請負等しようとする

場合。 

 （２）上記に基づき、第三者に業務を請負等する場合は、本仕様書に従いその者に対し、 

秘密の保持及び情報セキュリティの確保を同様に請負契約等において課すこと。 

 （３）受注者が上記（１）に基づき第三者に請負等する場合においては、請負等を受けた 

第三者が更にその業務の一部を請負等する等複数の段階で請負等が行われるときは、

予め当該複数段階の請負等を受ける業者の名称・住所・請負等の業務の範囲を記載し

た書面（履行体制に関する書面）を機構に提出しなければならない。当該書面の内容

を変更しようとする場合も同様とする。 

（４）受注者が上記（１）に基づき第三者に業務を請負等する場合において、これに伴う 

第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。なお、再々請負等の

場合も同様とする。 

（５）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下

「著作権等」という。）は、当機構が保有するものとする。 

（６）受注者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使し

ないものとする。 

（７）成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」

という。）の著作権等は、個々の著作者に帰属するものとする。 

（８）本業務の実施に必要となる工業所有権及び著作権等については、全ての受注者の責

任において当該工業所有権及び著作権等の使用に必要な費用を負担し、使用承諾等

に係る一切の手続きを行うこと。 

（９）受注者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使し



 

4 
 

ないものとする。 

（10）本書に基づく作業に関し、第三者との間に著作物に係る権利侵害の紛争等が生じ

た場合は、当該紛争の原因が専ら機構の責めに帰す場合を除き、受注者の責任と負担

において一切の処理をすること。 

（11）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合は、受注者が当該既存著作物の

使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。

なお、第三者との間で発生した著作権その他財産権等に関する手続きや使用権料、俳

優の出演料等の責任と負担は、全て受注者が負うこと。 

 

６．契約、納入成果物等 

（１）具体的な契約内容については、特定された企画提案書を基に、請負業者選定後調整

する。 

（２）納入成果物、納期、納入場所は、以下のとおりとする。 

   ①２．（１）の要件定義書及び、改修の実装契約時に使用するための仕様書の案 

   ②２．（３）の広報活動で使用した資料やツール等 

   ③２．（１）～（３）の実施内容を記載した報告書 

  ※電子データの提出方法についてはデータ容量を踏まえ、発注者と相談の上決定

すること。 

    ※納入期限：①は令和７年１２月２６日（金） 

    ②及び③は令和８年３月３１日（火） 

※納入先：独立行政法人自動車事故対策機構 自動車アセスメント部  

東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

 （３）契約期間 

契約日～令和８年３月３１日（火）まで 

 

７．企画提案書の提出及び制限事項等 

（１）企画提案書の提出期限及び提出場所 

   提出期限：令和７年 8 月 18 日（月）１２時 

   提出場所：〒130-0013 

        東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

        独立行政法人自動車事故対策機構 自動車アセスメント部 

（担当：小倉・岩瀬） 

        電話：03-5608-7587 FAX：03-5608-861０ 

（２）提出方法 

   企画競争参加申込書（様式１）及び国の令和０７・０８・０９年度競争参加資格（役

務の提供等）の審査結果通知書の写しを添えて、持参又は郵送すること。 

   なお、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着するように送付すること。 

（３）制限事項 
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  ①提出期限までに到達しなかった企画提案書は、理由の如何を問わず無効とする。 

  ②企画提案書の差し替え及び再提出は、原則として認めない。また、審査の結果、採用

された後の企画提案書の記載内容変更も原則として認めない。 

  ③企画提案書には提案者の名称等を認識できる情報を含めないこと。 

 

８．企画競争参加者が提出する書面 

（１）企画競争参加申込書（様式１）                  １部 

（２）企画提案書（仕様は任意とする）                １０部 

 （３）作業スケジュール表及び作業手順がわかる実施体制を記載した書面 

    ※配置人員等なるべく詳細に記載すること            １０部 

（４）見積書及び見積明細書（押印１枚、他は写しで可）        １０部 

（５）会社概要                                                     １０部 

（６）過去３年以内における同種・類似の実績             １０部 

（７）担当者氏名、役職、連絡先（電話番号・携帯番号 

・FAX 番号、E-mail）を記載した書面               １部 

（８）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況（様式２）  1 部 

 

 

９．企画提案内容の審査 

（１）審査の実施 

  ・提出された企画書の内容は、令和７年８月２２日（金）１３時から企画競争参加者の

プレゼンテーションによる審査を行う。 

  ・なお、参加申込事業者が多数の場合、プレゼンテーション審査に先立ち書類審査によ

り、参加事業者を絞る場合がある。 

（２）審査結果の通知 

  ・審査により企画提案書を特定したときは、その企画提案書を提出した参加事業者に対

して、令和７年８月２５日（月）までに書面等により通知する。 

  ・特定されなかった企画競争参加事業者にもその旨の通知を行う。 

  ・企画提案書を特定された者においては、提案内容を具体的に反映した仕様書（案）を

作成することとする。 

 

10．審査項目等 

（１）審査項目 

  審査は、次の各項目について総合的に行う。 

  ①企画提案者の能力 

・過去 3 年間の業務実績 

・自動車ユーザーへの情報提供・自動車ユーザーの施策に対する理解促進に係る知

見・専門知識 
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・提案内容の積極性 

・自動車アセスメント事業の理解  

 ②実施体制・実施フロー・工程表 

   ・実施体制の的確性 

   ・実施フローの的確性 

  ③テーマに対する企画提案 

   ・提案の網羅性 

   ・提案の有益性・的確性 

   ・提案の実現性・効果 

  ④参考見積 

   ・業務規模と参考見積の整合性 

  ⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 

（２）採点方法 

（１）の審査項目 1 については３段階評価（0～１０点）、項目２については 4 段階評

価（０～10 点）、項目３については４又は５段階評価（０～２0 点）、項目 4 について

は 2 段階評価（０～５点）、項目 5 については 5 段階評価（1～5 点）とし、合計 114

点満点とする。 

（３） 特定方法 

・（２）による採点の結果、合計点が５７点（約 1/２以下）に満たない者の提案は無効

とする。 

・提案者のうち、最高得点者の提案書を特定する。ただし、最高得点者が複数いる場合

には、全審査員の多数決により特定する。 

 

11．質問の受付期間・方法等 

（１）受付期間 

   令和７年８月４日（月）１７時まで 

（２）提出方法 

   質問書の提出は、所定の様式により７．（１）あて FAX 又は「jncap@nasva.go.jp」

のメールアドレスまで提出。上記期限までに質問書の提出がない場合、質問はないもの

とみなす。 

（３）回答方法 

  回答については、令和７年８月５日（火）１７時までに FAX 又はメールにて回答する。 

（４）その他 

  各審査項目の配点に関する質問には回答しない。 

 

1２．予算額 

 本調達にかかる予算は４0,000 千円（税込）を上限とする。 
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1３．その他一般共通事項 

（１）関係法令を遵守すること。 

（２）見積額は、すべて消費税込で計上すること。 

（３）契約金額については、提案された見積書の範囲内において精査のうえ、調整を行う

ことがある。 

（４）本調達に関する全てにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（５）本仕様説明書は標記業務の大要を示すもので、参加者は、本仕様説明書に疑義が生

じた場合、本仕様説明書により難い事由が生じた場合及び本仕様説明書に記載のない

事項については、直ちに機構と協議のうえ、解決に向け両者とも最善の努力を行うも

のとし、独自の解釈によって行うことがないよう十分に注意すること。 

（６）受注者は、機構との協議の結果を協議の都度作成し、文書あるいは電子メール等に

て７日以内に提出し、機構の承認を得ること。 

（７）受注者は、業務を統括する統括責任者を選任し、監督職員と密接な連絡を保ち、業

務が円滑に行えるよう従事者に適切な指示監督を行うこと。必要に応じ、当機構職員

から本件に係る現場従事者に対して実務作業について指示を直接行うことができる

ものとする。 

（８）受注者は、納品物を印刷する場合には、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

（最新版）（以下「基本方針」という。）の「（１）品目及び判断の基準等」の要件を満

たすこと。この場合において、使用する用紙については、「古紙リサイクル適性ランク

リスト（基本方針 22-2 の表 1）」における A ランク資材のみを使用すること。 

（９）納入物に瑕疵があった場合は、受注者の責任において処置を講ずるものとする。 

（1０）独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）

を踏まえ、当機構の OB の再就職に係る情報及び当機構との取引に関わる情報を公開

する必要がある為、落札事業者は情報提供に協力するものとする。 

 

1４. 監督職員 

独立行政法人自動車事故対策機構 自動車アセスメント部 小倉 拓也 
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令和 4～６年度 業務実績報告書  

自動車アセスメント部 抜粋版 
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令和４年度 業務実績報告書 抜粋 
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令和 4 年度 業務実績報告書 自動車アセスメント部 

１）効率的・効果的な試験・評価の実施 

 

中期目標 

① 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情報提供を進めることにより自動車メーカーの安

全な車の開発意識を高めるために、国土交通省が定める自動車アセスメント事業の拡充のための

ロードマップ（以下「ロードマップ」という。）に基づき、国及び関係機関と連携しつつ、国の実

施機関として効率的かつ効果的に車両の安全性能について試験及び評価を行うとともに、評価結

果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等を統合した車両

全体としての総合評価に取り組む。 

② 消費者の立場、被害者の立場に立った機構ならではの取組となるように努め、ロードマップに

基づき、技術の進展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目の導入、

既存評価項目の充実等のため、交差点における被害軽減ブレーキ、通信を利用した衝突回避支援

技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、前面衝突時の加害性を考慮した

乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護の評価方法の策定のための検討を行

う。この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等との情報共有を積極的に実

施する。 

【重要度：高】 

高齢運転者による死亡事故が相次いで発生している中、第 11 次交通安全基本計画（令和 3 年

3 月 29 日決定）において令和 7 年までに世界一安全な道路交通の実現を目指し、24 時間死者

数を 2,000 人以下、重傷者数を 22,000 以下にするとの目標達成のために先進技術導入への対

応が特に注視すべき事項とされている。そのため、近年の自動車の安全技術の進展・多様化にあ

わせて、自動車アセスメントの実施により自動車ユーザーに分かりやすく伝え、時勢に合わせて

安全効果の高い自動車が市場で選択されやすい環境を整え、より安全な自動車の普及拡大及び自

動車製作者のより安全な自動車の研究開発を促進する必要があるため。 

③ 以上の施策を実施することにより、安全な自動車の普及促進に資するよう、評価実施車種の年

間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以上とする。 

【難易度：高】 

 評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率については、自動車メーカーの経営判断に

よる販売台数の多い車種のモデルチェンジ等によりカバー率が大きく下がるなどの外部要因に強

く影響を受ける指標であるため。 

 

中期計画 

①  公正な自動車アセスメント情報提供業務を効率的かつ効果的に実施することにより、ユーザー

がより安全な車を選択できる環境を整えるとともに、自動車メーカーによる安全な車の開発を促

進します。 

特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等

を統合した車両全体としての総合評価を実施します。 

② 国土交通省が定める自動車アセスメント事業の充実のためのロードマップに基づき、技術の進

展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目の導入、既存評価項目の充

実等のための検討を行います。具体的には、交差点における被害軽減ブレーキ、通信を利用した衝

突回避支援技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、前面衝突時の加害性

を考慮した乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護などの評価方法の策定の

ための検討を行います。 

  また、この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等との情報共有を積極的

に実施します。 

③ 以上の施策を実施することにより、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施すると

ともに、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより評価実施車
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種の年間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以上となるよう

にします。 

 

年度計画 

①  国土交通省告示で定められた自動車アセスメントの評価について、効率的かつ効果的に評価試

験を実施することにより、ユーザーがより安全な車を選択できるようにするとともに、自動車メ

ーカーによる安全な車の開発を促進します。 

   特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等

を統合した車両全体としての総合評価を実施します 

② 国土交通省が定める自動車アセスメントの充実のためのロードマップに基づき、以下の取組を

実施します。また、以下の取組を効率的に実施するため、海外の自動車アセスメント関係機関等と

の情報共有を積極的に実施します。 

ア 令和５年度以降の導入が見込まれる歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置

について、評価のための検討を行います。 

イ 令和６年度以降の導入が見込まれる交差点における被害軽減ブレーキについて、評価のため

の検討を行います。 

ウ 令和６年度以降の導入が見込まれる前面衝突時の加害性を考慮した乗員保護について、評価

のための検討を行います。 

エ 令和６年度以降の導入が見込まれる先進的脚部インパクタ（aPLI：advanced Pedestrian 

Legform Impactor）を使用した歩行者脚部保護について、評価のための検討を行います。 

③ 自動車アセスメントについて、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施するととも

に、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより、評価実施車種

の年間新車販売台数に対するカバー率（令和４年度）を 80％以上となるようにします。 

 

 

評価の視点 

・ユーザーがより安全な車を選択できるようになっているか。 

・自動車メーカーによる安全な車の開発が促進されているか。 

・自動車アセスメントのロードマップに基づく取組を行っているか。 

・海外の自動車アセスメント関係機関等との情報共有を行っているか。 

・評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率が80％以上になっているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）自動車アセスメントについて、これまで衝突安全性能と予防安全性能等で個別の評価となって

いたものを統合した新たな評価「自動車安全性能」を令和2年度より導入しており、5段階評価

や総得点により自動車の安全性能の評価結果をわかりやすく自動車ユーザー等に伝えている。 

令和4年度においては、新たに自転車対応の「被害軽減ブレーキ」の評価を導入し、自動車13

車種、チャイルドシート4製品について試験を行い、安全性能の評価の実施、結果の公表により、

ユーザーがより安全な自動車等を選択できるようにした。 
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評価結果 

評価項目 
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２）自動車安全性能評価結果 

・令和4年度の評価を表す自動車安全性能2022においては、最高評価であるファイブスター賞

を7車種が獲得した。ファイブスター賞の平均評価得点数は199点満点中約184点と高いレ

ベルが示された。また、令和4年度のファイブスター賞該当車種のうち最高得点のものをファ

イブスター大賞として表彰することとするなど、メーカーにより安全な自動車の開発を促す取

組を行った。 

 

ファイブスター賞受賞車両 

ブランド名 受賞車種 

トヨタ ヴォクシー/ノア、bZ4X、シエンタ、カローラ

 クロス 

ホンダ ステップ ワゴン 

日産 サクラ 

スバル ソルテラ 

三菱 eKクロス EV 

※bZ4X（トヨタ）とソルテラ（スバル）は１車種にカウント。 

 

ファイブスター賞の平均評価得点推移 

年度 5★賞 

平均評価

得点 

最高評価得点（車種） 5★賞 

受賞車種数 

平成30年度 88.9 96.5（スバル：フォレスター、 

トヨタ：クラウン） 

８車種 

令和元年度 87.4 88.9（トヨタ：ＲＡＶ４） ８車種 

令和２年度 177.30 186.91（スバル：レヴォーグ） ６車種 

令和３年度 175.45 185.02（スバル：レガシィ アウトバッ

ク） 

9車種 

令和４年度 184.07 186.44（トヨタ：ヴォクシー/ノア） 7車種 

※令和元年度までは、ファイブスター賞は衝突安全性能評価のみ。 

 

・以上により、自動車メーカーによる安全な車の開発が促進された。 

 

３）充実のための取組・情報共有 

・歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置について、評価方法を策定するため

の検討及び令和５年度からの評価開始に向けた検討を行った。 

・交差点対応の「被害軽減ブレーキ」について、評価方法を策定するための検討を行った。 

・前面衝突時の加害性を考慮した乗員保護について、評価方法を策定するための検討を行った。 

・先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護について、評価方法を策定するための検討

を行った。 

・海外のアセスメント関係機関等との情報交換を行うことに加え、会議開催に向けた調整を進



 
参考資料３ 

め、海外のアセスメント関係機関との合同会議の開催（令和５年４月）につなげた。 

 

４）評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率（※）は、81.9％となった。 

※年間新車販売台数のうち、自動車アセスメント評価実施車種の販売台数の占める割合 

 

自己評価とその根拠 

・多くの車種について効率的かつ公正な試験・評価に取組、自動車安全性能評価においては、引き

続き高い得点で推移しており、自動車メーカーの安全な車の開発意識の向上が表れている。 

・評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率は達成できた。 

以上により、年度計画を十分に達成しているものと判断しＢ評価とするものである。 

 

課題と今後の対応 

・自動車メーカーの安全な車の開発意識の向上に向け、引き続き効果的な方策について検討を行う。 

・交差点における出会い頭事故に対応した「被害軽減ブレーキ」等について、評価導入のための検

討を行う。 
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（3）自動車アセスメント業務 

２）わかりやすい情報提供 

 

 

評価の視点 

ユーザーのニーズに沿ったわかりやすい情報提供がなされているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）・自動車等の安全性能評価結果等をまとめたパンフレットについては、“自動車安全性能2021”

を約37万部、“チャイルドシート安全比較BOOK”を約24万部作成した。 

 

中期目標 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における自動

車等の安全性能の評価結果等をパンフレット、ホームページ等において分かりやすく表示すると

ともに、積極的な広報活動により自動車ユーザー等に発信する。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用されるよう、

パンフレット、ホームページ等において分かりやすく表示するとともに、積極的な広報活動によ

り自動車ユーザー等に発信する。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を 50 件以上とする。 

 

中期計画 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における自動

車等の安全性能の評価結果等を、パンフレット、ホームページ、SNS 等において分かりやすく表

示するとともに、新たな情報提供方法なども活用した広報活動により自動車ユーザー等に伝えま

す。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用されるよう、

パンフレット、ホームページ等にわかりやすく表示するとともに、広報活動により自動車ユーザ

ー等に伝えます。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を 50 件以上とします。 

 

年度計画 

④ 自動車アセスメントの評価結果や自動車の安全装備等の情報を、以下の手段により、わかりや

すく利用しやすい形で自動車ユーザー等に伝えることにより、より安全な自動車の普及を促進し

ます。 

ア チラシ、パンフレット等の広報資料を作成し、広報イベントや自動車販売店などで配布でき

るようにします。 

イ ホームページや SNS 等において情報提供を行うとともに、新たな情報提供方法なども活用

した広報活動を実施します。 

ウ チラシ、パンフレット等を活用した広報活動を年度内に 50 件以上実施することにより、自

動車アセスメントの認知度を向上させ、その評価結果などが自動車の購入の際に利用されるよ

うにします。 
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・アセスメントの効果等をわかりやすく周知する広報用チラシを約23万部作成した。また、

パンフレット、広報用チラシには、最新の自動車アセスメント・チャイルドシートアセス

メント情報への誘導のため、QRコードを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パンフレット、広報用チラシを各都道府県のトラック協会などが主催するイベントのほか、

全国の自動車販売店、整備事業者、道の駅等で配布した。 

・さらに、“チャイルドシート安全比較BOOK”については、上記に加え、産婦人科や小児

科の病院等でも配布した。 

 

２）・自動車アセスメントのホームページでは、新たに導入した自転車対応の「被害軽減ブレー

キ」の試験等の動画を掲載し、どのような試験を行っているかわかりやすく紹介していると

ともに、YouTubeの動画のみを視聴するユーザーのために評価結果を含めるなど、引き続

きわかりやすく紹介している。 

・また、予防安全装置について、正しく使用しない場合や気象条件や路面状態等の条件によっ

て、自動車の安全装置等が作動しなかったり十分な効果を発揮しないことを、パンフレット、

ホームページ、試験動画、ナスバのTwitter、Facebookにおいて表示し、予防安全装置の過

信について注意喚起をしている。 

・年度中のホームページのアクセス件数は約71万件となった。 

・主管支所等の担当職員に対して、自動車アセスメント等の認知度向上や社会的意義をより広

自動車安全性能 2021（令和 4 年５月発行） 

広報用チラシ 

チャイルドシート安全比較 BOOK（令和 4 年５月発行） 
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く伝達するための研修を実施した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により従来から参加していた一部のイベントが中止となる

中、地方の交通安全関連イベントにおけるパンフレット等の配布や自動車アセスメントの試

験映像の放映の他、運行管理者等指導講習、介護料受給者交流会等における広報活動を全国

で計79回実施した。 

特に多くの集客が見込める主要ターミナル駅や公共広場、プロスポーツの試合会場におい

て広報ブースを計50回出展し、内、7回において約2年ぶりに自動車アセスメントの試験車

両を展示した。 

 

＜各都道府県でのアセスメント広報活動の様子＞ 

 

主要ターミナル駅における試験車両の展示 

（福岡：JR博多駅前）          （名古屋：金山総合駅） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

運行管理者等指導講習        公共広場等へのブース出展    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３）新型コロナウイルス感染症の影響により、従来から参加していた一部のイベントが中止になる

状況下において、以下のような新たな取組を行った。 

・令和4年5月25日に「2021年度自動車アセスメント表彰式」をオンラインで開催し、その模

様をYouTubeにて生配信を行った。 

・新たに自動車アセスメントの評価項目として導入した自転車対応の「被害軽減ブレーキ」の試

験の様子をデモンストレーションとして報道関係者に公開し、併せて希望する参加者に対して

試験車両への体験搭乗を行った。 
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・パシフィコ横浜を会場に行われた「マタニティ＆ベビーフェスタ2022」のセミナープログラ

ムにおいて、チャイルドシートアセスメントに関する講演、ISO-FIXチャイルドシートの取付

デモンストレーションを行い、希望する参加者に対して取付体験会を実施した。 

・チャイルドシートアセスメントの情報が妊産婦や配偶者等の子育て世代に直接届くよう、マタ

ニティ専門誌の誌面にチラシを掲載したことにより、全国の読者から直接チャイルドシートア

セスメントのパンフレットの請求があり、500名以上の手元にパンフレットを配布した。 

・高齢ドライバーによる交通事故の削減を目的とした東京都による交通事故防止の啓発動画に

対して、サポカーの紹介用の映像として自動車アセスメントの試験映像を提供した。同啓発動

画は、都内の医療関連施設（病院、診療施設、調剤薬局等）の待合室等で放映され、自動車ア

セスメントの認知度向上につながった。 

 

 

＜アセスメント広報活動の様子＞ 

 

（被害軽減ブレーキの報道公開）    （マタニティ＆ベビーフェスタ2022講演） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試験映像の提供：東京都による交通事故防止の啓発動画） 
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自己評価とその根拠 

新型コロナウイルス感染症の中でも、広報手段として、多くの人に容易に自動車アセスメント情

報に触れてもらうため、パンフレットやチラシを作成し各イベント等において広く配布したほか、

運行管理者等指導講習や介護料受給者交流会等で理解を深められるような広報活動を実施した。 

また、全国各地における広報活動の開催については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

を図りつつ、徐々に、多くの集客が見込まれる場所において、２年ぶりの自動車アセスメント試験

車両の展示を伴うものを含め、年度計画を上回る79回に達し、昨年度に引き続き幅広く周知活動

を行った。 

この取組に連動してパンフレット等の作成数が総数約 83 万部となった。 

さらに、自動車等アセスメントの各種試験の実施状況等についての YouTube 動画の視聴回数

は約 162 万回と昨年度を大きく上回り、自動車アセスメントのホームページのアクセス数は約

71 万件となった。 

以上により、広報活動の実施件数が年度計画を上回ったこと、YouTube によるイベント生配信

や多数が視聴する自治体による交通事故防止の啓発動画への協力などの取組を行うことにより自動

車アセスメントの認知度の向上に寄与したことなど、年度計画を大きく上回っているものと判断

し、A 評価とするものである。 

 
 

課題と今後の対応 

引き続き、効果的な交通関連イベントへの出展等の広報活動のあり方や新たな情報提供方法など

も活用した広報活動について、検討する必要がある。 
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令和５年度 業務実績報告書 抜粋 
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令和５年度 業務実績報告書 自動車アセスメント部 

１）効率的・効果的な試験・評価の実施 

中期目標 

① 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情報提供を進めることにより自動車メーカーの安

全な車の開発意識を高めるために、国土交通省が定める自動車アセスメント事業の拡充のための

ロードマップ（以下「ロードマップ」という。）に基づき、国及び関係機関と連携しつつ、国の実

施機関として効率的かつ効果的に車両の安全性能について試験及び評価を行うとともに、評価結

果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等を統合した車両

全体としての総合評価に取り組む。 

② 消費者の立場、被害者の立場に立った機構ならではの取組となるように努め、ロードマップに

基づき、技術の進展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目の導入、

既存評価項目の充実等のため、交差点における被害軽減ブレーキ、通信を利用した衝突回避支援

技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、前面衝突時の加害性を考慮した

乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護の評価方法の策定のための検討を行

う。この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等との情報共有を積極的に実

施する。 

【重要度：高】 

高齢運転者による死亡事故が相次いで発生している中、第 11 次交通安全基本計画（令和 3 年

3 月 29 日決定）において令和 7 年までに世界一安全な道路交通の実現を目指し、24 時間死者

数を 2,000 人以下、重傷者数を 22,000 以下にするとの目標達成のために先進技術導入への対

応が特に注視すべき事項とされている。そのため、近年の自動車の安全技術の進展・多様化にあ

わせて、自動車アセスメントの実施により自動車ユーザーに分かりやすく伝え、時勢に合わせて

安全効果の高い自動車が市場で選択されやすい環境を整え、より安全な自動車の普及拡大及び自

動車製作者のより安全な自動車の研究開発を促進する必要があるため。 

③ 以上の施策を実施することにより、安全な自動車の普及促進に資するよう、評価実施車種の年

間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以上とする。 

【難易度：高】 

 評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率については、自動車メーカーの経営判断に

よる販売台数の多い車種のモデルチェンジ等によりカバー率が大きく下がるなどの外部要因に強

く影響を受ける指標であるため。 

 

中期計画 

①  公正な自動車アセスメント情報提供業務を効率的かつ効果的に実施することにより、ユーザー

がより安全な車を選択できる環境を整えるとともに、自動車メーカーによる安全な車の開発を促

進します。 

特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等

を統合した車両全体としての総合評価を実施します。 

② 国土交通省が定める自動車アセスメント事業の充実のためのロードマップに基づき、技術の進

展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目の導入、既存評価項目の充

実等のための検討を行います。具体的には、交差点における被害軽減ブレーキ、通信を利用した衝

突回避支援技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、前面衝突時の加害性

を考慮した乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護などの評価方法の策定の

ための検討を行います。 

  また、この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等との情報共有を積極的

に実施します。 

③ 以上の施策を実施することにより、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施すると

ともに、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより評価実施車

種の年間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以上となるよう
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にします。 

 

年度計画 

① 国土交通省告示で定められた自動車アセスメントの評価について、効率的かつ効果的に評価試

験を実施することにより、ユーザーがより安全な車を選択できるようにするとともに、自動車メ

ーカーによる安全な車の開発を促進します。 

  特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評価等

を統合した車両全体としての総合評価を実施します。 

② 国土交通省が定める自動車アセスメントの充実のためのロードマップに基づき、以下の取組を

実施します。また、以下の取組を効率的に実施するため、海外の自動車アセスメント関係機関等と

の情報共有を積極的に実施します。 

ア 令和８年度以降の導入が見込まれる交差点における出会い頭事故に対応した被害軽減ブレー

キについて、評価のための検討を行います。 

イ 令和８年度以降の導入が見込まれる通信を利用した衝突回避支援技術について、評価のため

の検討を行います。 

ウ 令和８年度以降の導入が見込まれる次世代の事故自動緊急通報装置について、評価のための

検討を行います。 

③ 自動車アセスメントについて、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施するととも

に、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより、評価実施車種

の年間新車販売台数に対するカバー率（令和 5 年度）を 80％以上となるようにします。 

 

 

評価の視点 

・ユーザーがより安全な車を選択できるようになっているか。 

・自動車メーカーによる安全な車の開発が促進されているか。 

・自動車アセスメントのロードマップに基づく取組を行っているか。 

・海外の自動車アセスメント関係機関等との情報共有を行っているか。 

・評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率が80％以上になっているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）自動車アセスメントについて、これまで衝突安全性能と予防安全性能等で個別の評価となって

いたものを統合した新たな評価「自動車安全性能」を令和2年度より導入しており、5段階評価

や総得点により自動車の安全性能の評価結果をわかりやすく自動車ユーザー等に伝えている。 

令和5年度においては、新たに「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の評価に歩行者との事故

に対応した評価を導入し、自動車16車種、チャイルドシート6製品について試験を行い、安全性

能の評価の実施、結果の公表により、ユーザーがより安全な自動車等を選択できるようにした。 
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評価結果 

評価項目 



 
参考資料３ 

２）自動車安全性能評価結果 

・令和5年度の評価を表す自動車安全性能2023においては、最高評価であるファイブスター賞

を10車種が獲得した。ファイブスター賞の平均評価得点数は197点満点中約185点と高いレ

ベルが示された。また、令和5年度のファイブスター賞該当車種のうち最高得点のものをファ

イブスター大賞として表彰することとするなど、メーカーにより安全な自動車の開発を促す取

組を行った。 

 

ファイブスター賞受賞車両 

ブランド名 受賞車種 

スバル クロストレック/インプレッサ 

トヨタ クラウン クロスオーバー/クラウン スポー

ツ、プリウス 

マツダ ＣＸ－６０ 

ホンダ ＺＲ－Ｖ、Ｎ－ＢＯＸ 

レクサス ＲＸ、ＮＸ 

日産 セレナ、エクストレイル 

 

 

ファイブスター賞の平均評価得点推移 

年度 5★賞 

平均評価

得点 

最高評価得点（車種） 5★賞 

受賞車種数 

平成30年度 88.9 96.5（スバル：フォレスター、 

トヨタ：クラウン） 

８車種 

令和元年度 87.4 88.9（トヨタ：ＲＡＶ４） ８車種 

令和２年度 177.30 186.91（スバル：レヴォーグ） ６車種 

令和３年度 175.45 185.02（スバル：レガシィ アウトバッ

ク） 

9車種 

令和４年度 184.07 186.44（トヨタ：ヴォクシー/ノア） 7車種 

令和５年度 184.83 193.53（スバル：クロストレック/イン

プレッサ） 

１０車種 

※令和元年度までは、ファイブスター賞は衝突安全性能評価のみ。 

 

・以上により、自動車メーカーによる安全な車の開発が促進された。 

 

３）充実のための取組・情報共有 

・走行中及びガラスに対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置について、評価方法を策定

するための検討行った。 

・交差点：対車両（出会い頭）及び二輪車対応の「被害軽減ブレーキ」について、評価方法を策定
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するための検討を行った。 

・CRS の UNR129 対応とともに新たに追加された側面衝突試験について、評価方法を策定す

るための検討を行った。 

・V2X について、評価方法を策定するための検討を行った。 

・次世代事故自動通報装置（ACN）について、評価方法を策定するための検討を行った。 

・新たな前面衝突試験の自動車アセスメント評価導入に向けた検討を行った。 

・海外のアセスメント関係機関等との情報交換を行った。 

 

４）評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率（※）は、84.5％となった。 

 

※年間新車販売台数のうち、自動車アセスメント評価実施車種の販売台数の占める割合 

 

自己評価とその根拠 

・多くの車種について効率的かつ公正な試験・評価に取組、自動車安全性能評価においては、引

き続き高い得点で推移しており、自動車メーカーの安全な車の開発意識の向上が表れている。 

・評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率は達成できた。 

以上により、年度計画を達成しているものと判断しＢ評価とするものである。 

 

課題と今後の対応 

・自動車メーカーの安全な車の開発意識の向上に向け、引き続き効果的な方策について検討を行

う。 

・交差点における出会い頭事故に対応した「被害軽減ブレーキ」等について、評価導入のための

検討を行う。 
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（3）自動車アセスメント業務 

２）わかりやすい情報提供 

 

評価の視点 

ユーザーのニーズに沿ったわかりやすい情報提供がなされているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）チラシ、パンフレット等の広報資料の作成 

・自動車等の安全性能評価結果等をまとめたパンフレットについては、“自動車安全性能2022”

を約38万部、“チャイルドシート安全比較BOOK”を約25万部作成した。 

 

中期目標 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における自動

車等の安全性能の評価結果等をパンフレット、ホームページ等において分かりやすく表示すると

ともに、積極的な広報活動により自動車ユーザー等に発信する。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用されるよう、

パンフレット、ホームページ等において分かりやすく表示するとともに、積極的な広報活動によ

り自動車ユーザー等に発信する。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を５０件以上とする。 

 

中期計画 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における自動

車等の安全性能の評価結果等を、パンフレット、ホームページ、SNS 等において分かりやすく表

示するとともに、新たな情報提供方法なども活用した広報活動により自動車ユーザー等に伝えま

す。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用されるよう、

パンフレット、ホームページ等にわかりやすく表示するとともに、広報活動により自動車ユーザ

ー等に伝えます。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を５０件以上とします。 

 

年度計画 

④ 自動車アセスメントの評価結果や自動車の安全装備等の情報を、以下の手段により、分かりや

すく利用しやすい形で自動車ユーザー等に伝えることにより、より安全な自動車の普及を促進し

ます。 

ア チラシ、パンフレット等の広報資料を作成し、広報イベントや自動車販売店などで配布でき

るようにします。 

イ ホームページや SNS 等において情報提供を行うとともに、新たな情報提供方法なども活用

した広報活動を実施します。 

ウ チラシ、パンフレット等を活用した広報活動を年度内に 50 件以上実施することにより、自

動車アセスメントの認知度を向上させ、その評価結果などが自動車の購入の際に利用されるよ

うにします。 
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・アセスメントの効果等をわかりやすく周知する広報用チラシを約22万部作成した。また、パ

ンフレット、広報用チラシには、最新の自動車アセスメント・チャイルドシートアセスメント

情報への誘導のため、QRコードを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パンフレット、広報用チラシを各都道府県のトラック協会などが主催するイベントのほか、全

国の自動車販売店、整備事業者、道の駅等で配布した。 

・さらに、“チャイルドシート安全比較BOOK”については、上記に加え、産婦人科や小児科の

病院等でも配布した。 

 

２）ホームページやSNS等においての情報提供 

・自動車アセスメントのホームページでは、「最新の評価結果」欄を新設し、当該年度に評価し

た車種一覧について写真付きで分かるよう、見せ方の工夫を行った。 

・また、新たに歩行者との事故に対応した評価を導入した「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」

の試験等の動画を掲載し、どのような試験を行っているかわかりやすく紹介しているとともに、

YouTubeの動画のみを視聴するユーザーのために評価結果を含めるなど、引き続きわかりや

すく紹介している。 

・なお、予防安全装置について、正しく使用しない場合や気象条件や路面状態等の条件によって、

自動車の安全装置等が作動しなかったり十分な効果を発揮しないことを、パンフレット、ホー

ムページ、試験動画、ナスバのTwitter、Facebookにおいて表示し、予防安全装置の過信に

自動車安全性能 2022（令和 5 年５月発行） 

広報用チラシ 

チャイルドシート安全比較 BOOK（令和 5 年５月発行） 
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ついて注意喚起をしている。 

・年度中のホームページのアクセス件数は約67万件となった。 

・主管支所等の担当職員に対して、自動車アセスメント等の認知度向上や社会的意義をより広く

伝達するための研修を実施した。 

・地方の交通安全関連イベントについて、警察、JAF、NEXCO等の関係団体と連携し参加、パ

ンフレット等の配布や自動車アセスメントの試験映像の放映を実施する他、運行管理者等指導

講習、介護料受給者交流会等の機会を活用した広報活動を年度計画の50件を上回る全国で計

108回実施（対計画値：216％）した。 

特に多くの集客が見込める主要ターミナル駅や公共広場、プロスポーツの試合会場において

広報ブースを計80回出展し、内、19回において自動車アセスメントの試験車両を展示した。 

 

＜各都道府県でのアセスメント広報活動の様子＞ 

 

（試験車両の展示）          （県警・JAFとの連携） 

 

 

 

 

 

 

   

 

３）従来から参加していたイベントがほぼ実施できる状況となったため、以下のような取組を行っ 

た。 

・令和5年4月5日から6日、パシフィコ横浜ノースを会場に、自動車の安全技術に関する国際会

議である「第27回ESV国際会議」が開催され、JNCAPブースを出展。衝突安全性能評価を

実施した車両の展示、ポスター展示等による安全性能評価の説明及び試験映像の放映を行っ

た。 

・令和5年5月23日に「自動車アセスメント表彰式～ファイブスター大賞2022発表～」をオン

ラインで開催。約4年振りに報道関係者を会場に招くとともに、Zooｍによるオンライン配信

も同時に実施するハイブリット方式で開催し、一般ユーザー向けにはその模様を録画し、自動

車アセスメント公式YouTubeチャンネルにて公開を行った。 

・パシフィコ横浜を会場に行われた「マタニティ＆ベビーフェスタ2023」のセミナープログラ

ムにおいて、チャイルドシートアセスメントに関する講演、ISO-FIXチャイルドシートの取付

デモンストレーションを行い、希望する参加者に対して取付体験会を実施した。 

・4年振りの開催となった「ジャパンモビリティショー2023（旧東京モーターショー）」に自

動車アセスメントを中心としたブースを出展。ブースでは、衝突試験を実施した実際の試験車

両にダミーを搭載した展示や、評価試験映像の放映を行うとともに、報道関係者向けにプレス

ブリーフィングを実施した。 

・ジャパンモビリティショー2023に続き、地方4箇所（名古屋、大阪、福岡、札幌）のモビリ
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ティショーについて、管轄する主管支所と本部が連携して参加。全ての会場において出展内容

の統一を図り、出展費用の削減及び準備作業の効率化を進めた。 

・チャイルドシートアセスメントの情報が妊産婦や配偶者等の子育て世代に直接届くよう、マタ

ニティ専門誌の誌面にチラシを掲載したことにより、全国の読者から直接チャイルドシートア

セスメントのパンフレットの請求があり、500名以上の手元にパンフレットを配布した。 

・高齢ドライバーによる交通事故の削減を目的とした東京都による交通事故防止の啓発動画に

対して、サポカーの紹介用の映像として自動車アセスメントの試験映像を提供した。同啓発動

画は、都内の医療関連施設（病院、診療施設、調剤薬局等）の待合室等で放映され、自動車ア

セスメントの認知度向上につながった。 

 

＜アセスメント広報活動の様子＞ 

 

（自動車アセスメント表彰式）    （マタニティ＆ベビーフェスタ2023講演） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ジャパンモビリティショー2023への出展） 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

（地方モビリティショーへの出展） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （名古屋会場）                （大阪会場） 
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（福岡会場）                （札幌会場） 

 

自己評価とその根拠 

広報手段として、多くの人に容易に自動車アセスメント情報に触れてもらうため、パンフレット

やチラシを作成し各イベント等において広く配布したほか、運行管理者等指導講習や介護料受給者

交流会等で理解を深められるような広報活動を実施した。 

また、全国各地における広報活動の開催については、多くの集客が見込まれる場所において、自

動車アセスメント試験車両の展示を伴うものを含め、年度計画50件を上回る108回（対計画値：

216％）に達し、昨年度に引き続き幅広く周知活動を行った。 

この取組に連動してパンフレット等の作成数が総数約 85 万部となった。 

さらに、自動車等アセスメントの各種試験の実施状況等についての YouTube 動画の視聴回数

は約 231 万回と昨年度を大きく上回り、自動車アセスメントのホームページのアクセス数は約

67 万件となった。 

以上により、広報活動の実施件数が年度計画を上回ったこと、自動車アセスメント公式

YouTube チャンネルの視聴回数の増加多数が視聴する自治体による交通事故防止の啓発動画への

協力などの取組を行うことにより自動車アセスメントの認知度の向上に寄与したことなど、年度計

画を大きく上回っているものと判断し、A 評価とするものである。 

 

課題と今後の対応 

引き続き、効果的な交通関連イベントへの出展等の広報活動のあり方や新たな情報提供方法など

も活用した広報活動について、検討する必要がある。 
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令和６年度 業務実績報告書 抜粋 
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令和６年度 業務実績報告書 自動車アセスメント部 

１）効率的・効果的な試験・評価の実施 

 

中期目標 

① 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情報提供を進めることにより自動車メーカー

の安全な車の開発意識を高めるために、国土交通省が定める自動車アセスメント事業の拡充

のためのロードマップ（以下「ロードマップ」という。）に基づき、国及び関係機関と連携し

つつ、国の実施機関として効率的かつ効果的に車両の安全性能について試験及び評価を行う

とともに、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能

評価等を統合した車両全体としての総合評価に取り組む。 

② 消費者の立場、被害者の立場に立った機構ならではの取組となるように努め、ロードマッ

プに基づき、技術の進展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目

の導入、既存評価項目の充実等のため、交差点における被害軽減ブレーキ、通信を利用した

衝突回避支援技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、前面衝突時の

加害性を考慮した乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護の評価方法の

策定のための検討を行う。この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等

との情報共有を積極的に実施する。 

【重要度：高】 

高齢運転者による死亡事故が相次いで発生している中、第 11 次交通安全基本計画（令和

3 年 3 月 29 日決定）において令和 7 年までに世界一安全な道路交通の実現を目指し、24

時間死者数を 2,000 人以下、重傷者数を 22,000 以下にするとの目標達成のために先進技

術導入への対応が特に注視すべき事項とされている。そのため、近年の自動車の安全技術の

進展・多様化にあわせて、自動車アセスメントの実施により自動車ユーザーに分かりやすく

伝え、時勢に合わせて安全効果の高い自動車が市場で選択されやすい環境を整え、より安全

な自動車の普及拡大及び自動車製作者のより安全な自動車の研究開発を促進する必要がある

ため。 

③ 以上の施策を実施することにより、安全な自動車の普及促進に資するよう、評価実施車種

の年間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以上とする。 

【困難度：高】 

 評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率については、自動車メーカーの経営判

断による販売台数の多い車種のモデルチェンジ等によりカバー率が大きく下がるなどの外部

要因に強く影響を受ける指標であるため。 

 

中期計画 

②  公正な自動車アセスメント情報提供業務を効率的かつ効果的に実施することにより、ユ

ーザーがより安全な車を選択できる環境を整えるとともに、自動車メーカーによる安全な

車の開発を促進します。 

特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評

価等を統合した車両全体としての総合評価を実施します。 

② 国土交通省が定める自動車アセスメント事業の充実のためのロードマップに基づき、技術

の進展により新たに実用化された安全性能の高い装置等に関する評価項目の導入、既存評価

項目の充実等のための検討を行います。具体的には、交差点における被害軽減ブレーキ、通

信を利用した衝突回避支援技術、歩行者に対するペダル踏み間違いによる急発進抑制装置、

前面衝突時の加害性を考慮した乗員保護、先進的脚部インパクタを使用した歩行者脚部保護

などの評価方法の策定のための検討を行います。 

  また、この検討を効率的に実施するため、海外アセスメント関係機関等との情報共有を積

極的に実施します。 

③ 以上の施策を実施することにより、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施す
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るとともに、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより評

価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率を中期目標期間の各年度において 80％以

上となるようにします。 

 

年度計画 

① 国土交通省告示で定められた自動車アセスメントの評価について、効率的かつ効果的に評

価試験を実施することにより、ユーザーがより安全な車を選択できるようにするとともに、

自動車メーカーによる安全な車の開発を促進します。 

  特に、評価結果をよりわかりやすく発信するため、衝突安全性能評価及び予防安全性能評

価等を統合した車両全体としての総合評価を実施します。 

② 国土交通省が定める自動車アセスメントの充実のためのロードマップに基づき、以下の取

組を実施します。また、以下の取組を効率的に実施するため、海外の自動車アセスメント関

係機関等との情報共有を積極的に実施します。 

ア 令和８年度以降の導入が見込まれる交差点における出会い頭事故に対応した被害軽減ブ

レーキについて、評価のための検討を行います。 

イ 令和８年度以降の導入が見込まれる通信を利用した衝突回避支援技術について、評価の

ための検討を行います。 

ウ 令和８年度以降の導入が見込まれる次世代の事故自動緊急通報装置について、評価のた

めの検討を行います。 

エ 令和 8 年度以降の導入が見込まれる交差点における二輪車に対する被害軽減ブレーキに

ついて、評価のための検討を行います。 

オ 令和 8 年度以降の導入が見込まれる走行中やガラス等に対するペダル踏み間違い時加速

抑制装置について、評価のための検討を行います。 

③  自動車アセスメントについて、販売台数の多い車種を優先して効率的に試験を実施するとと

もに、自動車メーカー等が自発的に評価を受けるような評価方法とするなどにより、評価実施車

種の年間新車販売台数に対するカバー率（令和 6 年度）を 80％以上となるようにします。 

 

 

評価の視点 

・ユーザーがより安全な車を選択できるようになっているか。 

・自動車メーカーによる安全な車の開発が促進されているか。 

・自動車アセスメントのロードマップに基づく取組を行っているか。 

・海外の自動車アセスメント関係機関等との情報共有を行っているか。 

・評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率が80％以上になっているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）自動車アセスメントについて、これまで衝突安全性能と予防安全性能等で個別の評価となって

いたものを統合した新たな評価「自動車安全性能」を令和2年度より導入しており、5段階評価

や総得点により自動車の安全性能の評価結果をわかりやすく自動車ユーザー等に伝えている。 

令和6年度からは、「衝突被害軽減ブレーキ」、「乗員保護性能」及び「歩行者保護性能」に

おいて、新たに以下の評価を導入した。 

・「衝突被害軽減ブレーキ」：交差点において直進してくる対向車の前方を自車が右折した場合

や、交差点を自車が右左折した先で歩行者が横断する場合に対する評価を導入した。 

・「乗員保護性能」：オフセット前面衝突試験において、従来から評価していた自車乗員の保護

性能（Self Protection：SP）に加え、新たに衝突相手車への加害性低減性能（Partner 

Protection：PP）の評価を導入した。この新たなオフセット前面衝突については、「新オフ
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セット前面衝突」と呼称することとした。 

・「歩行者保護性能」：「脚部保護」の評価対象部位を拡大し、従来の膝部や脛部の保護性能に

加え、新たに大腿部の保護性能に対する評価を導入した。あわせて、この評価では、インパク

タを変更し、人体脚部により近づけて開発された先進歩行者脚部インパクタ（aPLI：

advanced Pedestrian Legform Impactor）を用いることとした。 

 

令和６年度においては、自動車は計6車種、チャイルドシートは計７機種の試験を行い、安全

性能の評価の実施、結果の公表により、ユーザーがより安全な自動車等を選択できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 評価項目 



 
参考資料３ 

 

 

 

   

 

 

２）自動車安全性能評価結果 

・令和6年度の評価を表す「自動車安全性能2024」では、最高評価であるファイブスター賞を

4車種が受賞した。ファイブスター賞の平均評価得点数は193.8点満点中約181点と高い得

点率が示された。また、令和6年度のファイブスター賞該当車種のうち最高得点のものを「フ

ァイブスター大賞」として表彰するなどにより、自動車メーカーにおけるより安全な自動車の

開発を促す取組を行った。 

 

 

ファイブスター賞受賞車両 

ブランド名 受賞車種 

トヨタ クラウン (セダン) 

マツダ CX-80 

ホンダ CIVIC 

ホンダ WR-V 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 評価結果（一部） 
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ファイブスター賞の平均評価得点推移 

年度 5★賞 

平均評価

得点 

最高評価得点（車種） 5★賞 

受賞車種数 

令和2年度 177.30 186.91（スバル：レヴォーグ） 6車種 

令和3年度 175.45 185.02（スバル：レガシィ アウトバッ

ク） 

9車種 

令和4年度 184.07 186.44（トヨタ：ヴォクシー/ノア） 7車種 

令和5年度 184.83 193.53（スバル：クロストレック/イン

プレッサ） 

10車種 

令和6年度 181.49 184.30（トヨタ：クラウン (セダン)） 4車種 

・以上により、自動車メーカーによる安全な車の開発が促進された。 

 

３）充実のための取組・情報共有 

・交差点における出会い頭事故に対応した対車両の「被害軽減ブレーキ」について、評価方法を策定

するための検討を行った。 

・通信を利用した衝突回避支援技術であるV2Xについて、導入が見込まれるシナリオ条件の検討を

行った。 

・次世代の事故自動通報装置のうち後席乗員の情報を通報するものについて、評価方法を策定する

ための検討を行った。 

・交差点における対二輪車の「被害軽減ブレーキ」について、評価方法を策定するための検討を行っ

た。 

・令和５年度の調査結果を踏まえ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置について、走行中に特化し、評

価方法を策定するための検討を行った。 

・CRSの国際基準（UN-R129）に対応した前面衝突試験及び側面衝突試験の評価方法策定のため

の検討を行った。 

・「自動車アセスメントロードマップ2025」の議論を進める際、同試験の経験を最も有する立場と

して自動車アセスメント評価検討会を含めた様々な議論の場に参画し、この年度に導入したばか

りの同試験に係る台車重量増加及びバリア変更が、次なる自動車アセスメント評価検討会の検討

事項として早速盛り込まれた。 

・Euro NCAPで開始されている商用車アセスに関する情報収集を行い、国土交通省へ情報共有を行

った。 

 

４）評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率（※）は、83.3％となった。 

※年間新車販売台数のうち、自動車アセスメント評価実施車種の販売台数の占める割合 

 

自己評価とその根拠 

・令和6年度においては、従来のオフセット前面衝突試験を見直し、これまで評価できていなか

った“衝突する相手車への加害性”を新たな評価項目に盛り込んだ「新オフセット前面衝突試験」

を導入した。本試験を導入するにあたり、試験車両と対向車を模した台車を走行させて衝突させ
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ることになるが、ミスなく確実に、かつ、試験時の事故等もなく衝突させることが不可欠である。

本邦の公的機関による公式試験においては、自動車型式認証試験を含めて、先行事例となりうる

同様の試験は実施されていなかったことに加え、令和6年度は予防安全性能の評価項目である

「衝突被害軽減ブレーキ［交差点］」の増加により全体の試験工数が増えた状況であったものの、

事故、ミス、遅延等なく、ロードマップ通りに本試験を導入することができた。あわせて、令和

7年3月には自動車アセスメント評価検討会で「自動車アセスメントロードマップ2025」が議

論されたが、ナスバは同試験の経験を最も有する立場として参画を行うことにより、この年度に

導入したばかりの同試験に係る台車重量増加及びバリア変更が、次なる検討事項として早速盛り

込まれたところである。 

 

・また、同ロードマップ2025においては、より安全な商用車（大型トラック等）の普及対策と

して、我が国の自動車アセスメントの歴史で初めて、「商用車」に対する自動車アセスメント（具

体的には、予防安全性能評価）の導入が明記されたところである。ひとたび事故が発生すれば、

加害性の高さから被害が甚大になるおそれのある商用車については、現時点では自動車アセスメ

ントの対象ではないものの、ナスバとして議論に参画し、我が国の商用車メーカーのみならず海

外機関からも情報収集を積極的に行うことによって、同ロードマップ2025において、初めて検

討課題として盛り込まれた。具体化はこれからではあるものの、このことは極めて画期的であり、

大きな一歩であると考えられる。 

 

・あわせて、多くの車種について効率的かつ公正な試験・評価に取り組んだ結果、自動車安全性

能の評価結果が引き続き高い得点で推移している状況であり、自動車メーカーの安全な車の開発

に向けた意識向上が表れていると考えられる。 

 

・さらには評価実施車種の年間新車販売台数に対するカバー率も達成できたところである。 

 

以上の施策を令和６年度に実施してきたところであるが、特にナスバが新オフセット前面衝突試

験の導入を適切に行い、議論に積極的に参画することにより台車重量増加及びバリア変更がロー

ドマップ2025に盛り込まれたこと、またナスバの積極的な情報収集により「商用車」に対する

自動車アセスメント導入が同じくロードマップ2025に盛り込まれたことは、同年度における特

筆すべき取組であり、かつ、年度計画を超えた取組であることから、困難度「高」項目を達成し

ていることと合わせて、A評価とする。 

 

課題と今後の対応 

・自動車メーカーの安全な車の開発に向けた意識向上に繋がる効果的な方策について、引き続き

検討を行う。 

・交差点における出会い頭事故に対応した「衝突被害軽減ブレーキ」等について、評価導入のた

めの検討を行う。 
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（3）自動車アセスメント業務 

２）わかりやすい情報提供 

 

評価の視点 

ユーザーのニーズに沿ったわかりやすい情報提供がなされているか。 

 

当該年度における取組、その他評価の参考となり得る情報 

１）チラシ、パンフレット等の広報資料の作成 

・自動車等の安全性能評価結果等をまとめたパンフレットについては、“自動車安全性能2023”

を約37万部、“チャイルドシート安全比較BOOK”を約24万部作成した。 

 

中期目標 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における

自動車等の安全性能の評価結果等をパンフレット、ホームページ等において分かりやすく表

示するとともに、積極的な広報活動により自動車ユーザー等に発信する。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用される

よう、パンフレット、ホームページ等において分かりやすく表示するとともに、積極的な広

報活動により自動車ユーザー等に発信する。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を５０件以上とする。 

 

中期計画 

④ 自動車ユーザー等がより安全な自動車等を選べるよう、自動車アセスメント事業における

自動車等の安全性能の評価結果等を、パンフレット、ホームページ、SNS 等において分かり

やすく表示するとともに、新たな情報提供方法なども活用した広報活動により自動車ユーザ

ー等に伝えます。 

  同様に、予防安全装置やチャイルドシートなどの自動車の安全装置等が適切に使用される

よう、パンフレット、ホームページ等にわかりやすく表示するとともに、広報活動により自

動車ユーザー等に伝えます。 

  なお、中期目標期間の年度毎に広報活動件数を５０件以上とします。 

 

年度計画 

④ 自動車アセスメントの評価結果や自動車の安全装備等の情報を、以下の手段により、分か

りやすく利用しやすい形で自動車ユーザー等に伝えることにより、より安全な自動車の普及

を促進します。 

ア チラシ、パンフレット等の広報資料を作成し、広報イベントや自動車販売店などで配布

できるようにします。 

イ ホームページや SNS 等において情報提供を行うとともに、新たな情報提供方法なども

活用した広報活動を実施します。 

ウ チラシ、パンフレット等を活用した広報活動を年度内に 50 件以上実施することにより、

自動車アセスメントの認知度を向上させ、その評価結果などが自動車の購入の際に利用さ

れるようにします。 
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・アセスメントの効果等をわかりやすく周知する広報用チラシを約2３万部作成した。また、パ

ンフレット、広報用チラシには、最新の自動車アセスメント・チャイルドシートアセスメント

情報への誘導のため、二次元バーコードを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パンフレット、広報用チラシを各都道府県のトラック協会などが主催するイベントのほか、全

国の自動車販売店、整備事業者等で配布した。さらに、“チャイルドシート安全比較BOOK”

については、上記に加え、産婦人科や小児科の病院等でも配布した。 

 

２）ホームページやSNS等においての情報提供 

・自動車アセスメントのホームページでは、令和５年度に「最新の評価結果」ページを新設し、

各評価車種の写真を掲載していたが、令和６年度においては、同ページに、当該評価車種の

YouTube 映像に直接リンクできるサムネイル画像も追加した。あわせて、ファイブスター賞

及びファイブスター大賞発表以降には、同賞受賞車種についてはロゴマークも新たに付記する

こととした。これらによって、当該年度に評価した車種を「最新の評価結果」ページの中で、

まとめて表示することで、安全性能の高い車種を視覚的に見やすく、かつ、動画の情報へのア

クセスを容易にする工夫を行った。 

・また、令和６年度は、「車線逸脱抑制試験」の試験動画について、車内と車外の映像を 1 つに

まとめたことで、ドライバーの操作と車両の動きを一画面で同時に確認でき、より分かりやす

い映像となるよう工夫を行った。なお、予防安全装置について、正しく使用しない場合や気象

自動車安全性能 2023（令和 6 年５月発行） 

広報用チラシ 

チャイルドシート安全比較 BOOK（令和 6 年５月発行） 
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条件や路面状態等の条件によって、自動車の安全装置等が作動しなかったり、十分な効果を発

揮しなかったりすることをパンフレット、ホームページ、試験動画、ナスバの X、Facebook

において表示し、予防安全装置を過信しないよう、注意喚起を継続している。 

・あわせて同ホームページでは、令和 6 年度から、交通標識認識システム（TSR：Traffic Sign 

Recognition）の情報提供を開始した。ホームページの個別の評価車種ページの中で、当該車

種の本システムの搭載状況のほか、搭載している場合は、どういった種類の道路標識を認識で

きるかといった情報を提供することとした。 

・試験結果については、ナスバの X を活用して、ホームページにおける個別評価車種のページ

及び YouTube 映像へ直接リンクできるよう、誘導を行っているところであるが、令和６年

度から、X への投稿内容として、同年度に開始した新オフセット前面衝突試験の短い動画をポ

ストすることで、より多くの関心を持っていただけるよう、工夫を行った。 

・令和６年度中のホームページのアクセス件数は約 58 万件となった。 

・主管支所等の担当職員に対して、自動車アセスメント等の認知度向上や社会的意義をより広く

伝達するための研修を実施した。 

・地方の交通安全関連イベントについて、警察、JAF、NEXCO 等の関係団体と連携し参加、   

パンフレット等の配布や自動車アセスメントの試験映像を放映した広報活動を年度計画の

50 件を上回る全国で計 102 回実施（対計画値：204％）した。なお、内訳は、各種イベン

トへの参加 92 件（うち、車両展示 15 件）、独自でイベントを開催 10 件（うち、車両展示

2 件）であった。 

 

＜各都道府県でのアセスメント広報活動の様子＞ 

 

（試験車両の展示）         （高松市消防局との連携） 

 

 

 

 

 

 

   

 

３）イベント等の広報活動 

・令和6年5月28日に「自動車アセスメント表彰式～ファイブスター大賞2023発表～」を開催。

報道関係者を会場に招くとともに、Zooｍによるオンライン配信を同時に実施するハイブリッ

ト方式で開催し、一般ユーザー向けにはその模様を録画し、自動車アセスメント公式YouTu

beチャンネルにて公開した。 

・パシフィコ横浜を会場に行われた「マタニティ＆ベビーフェスタ2024」のセミナープログラ

ムにおいて、チャイルドシートアセスメントに関する講演、ISO-FIXチャイルドシートの取付
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デモンストレーションを行い、希望する参加者に対して取付体験会を実施した。 

・チャイルドシートアセスメントの情報が妊産婦や配偶者等の子育て世代に直接届くよう、マタ

ニティ専門誌の誌面にチラシを掲載したことにより、全国の読者から直接チャイルドシートア

セスメントのパンフレットの請求があり、680名以上の手元にパンフレットを配布した。 

・自動車アセスメントにおいて、新たに評価試験が開始となった項目である「新オフセット前面

衝突試験」について、導入の背景や目的、期待される効果等を一般ユーザーに正しく理解して

もらうため、報道陣に対して、同試験のデモンストレーションを行い、報道機関を通じた広報

を行った。また、このデモンストレーションにあわせて、同試験の狙いを図や言葉でわかりや

すく伝えるチラシを作成した。特に、同試験では“自車の被害を防ぎ、そして相手車の被害も

防ぐ”という新たな考え方を導入したことから、その考え方を一般ユーザーのクルマ選びにも

普及させていくため、端的に表現できる『共存性能』という新たな言葉を作り、それをデモン

ストレーション時のキーワードとするとともにチラシにも掲載することにより、より多くの注

目を集めるよう、またわかりやすい説明になるよう努めた。 

・高松主管支所では、西日本で初めて、自動車アセスメントで使用した試験済み車両を用いた、

消防機関によるレスキュー訓練を報道陣に公開した。この取組みでは、より多くの報道機関に

注目してもらうため、「プレスリリース」のみならず、アピールしたい広報のポイントやどの

ような取材が出来るかなど報道陣が取材前に必要とする情報が簡潔にまとめられた「アプロー

チシート」を作成し、個別の報道陣宛、機構職員による説明をするとともに、イベント時間を

コンパクトにしたことで、民放ＴＶ４社、地方紙１社、業界紙１社の取材があった。 

・高齢ドライバーによる交通事故の削減を目的とした東京都による交通事故防止の啓発動画に

対して、サポカーの紹介用の映像として自動車アセスメントの試験映像を提供した。同啓発動

画は、都内の病院施設等で放映され、自動車アセスメントの認知度向上につながった。 
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＜アセスメント広報活動の様子＞ 

 

（自動車アセスメント表彰式）      （マタニティ＆ベビーフェスタ2024） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（「新オフセット前面衝突試験」のデモンストレーション） 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価とその根拠 

広報手段として、多くの人に容易に自動車アセスメント情報に触れてもらうため、パンフレット

やチラシを作成し各イベント等において広く配布する広報活動を実施した。 

また、全国各地における広報活動の開催については、多くの集客が見込まれる場所において、自

動車アセスメント試験車両の展示を伴うものを含め、年度計画 50 件を上回る 102 回（対計画値：

204％）に達し、令和５年度に引き続き幅広く周知活動を行った。 

この取組に連動してパンフレット等の作成数が総数約 84 万部となった。 

さらに、自動車アセスメントの各種試験の実施状況等についての YouTube 動画の視聴回数は

← 配布したチラシ

（全体） 

← チラシにおける 

『共存性能』等の表記 

 

一部拡大 
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約 210 万回、自動車アセスメントのホームページのアクセス数は約 58 万件となった。 

以上により、広報活動の実施件数が年度計画を上回ったこと、様々なイベント等の広報活動によ

り自動車アセスメントの認知度の向上に寄与したことなど、年度計画を大きく上回っているものと

判断し、A 評価とするものである。 

 

課題と今後の対応 

引き続き、効果的な交通関連イベントへの出展等の広報活動のあり方や新たな情報提供方法など

も活用した広報活動について、検討する必要がある。 

 



 

参考資料４ 

令和６年度 第１回自動車アセスメント評価検討会 

2024 年 6 月 24 日（月）  

1 3 ： 0 0 ～ 1 5 ： 0 0  

TKP 秋葉原カンファレンスセンター カンファレンスルーム 6A 

 

〇議事次第 

【審議事項】 

１． 歩行者頭部保護性能評価ガラス試験法の改定提案 

２． 事故自動緊急通報装置のロードマップについて 

３． 今年度の広報活動計画 

 

【報告事項】 

４． 自動車アセスメント表彰式 

５． その他 

 

〇配布資料 ※「参考 1～3」は事前メール配布のみ 

資料 1-1 ： 歩行者頭部保護性能評価ガラス非典型割れについて 

資料 1-2 ： 歩行者頭部保護性能評価におけるガラス試験方法の改定提案 

資料 2   ： 事故自動緊急通報装置のロードマップについて 

資料 3   ： 今年度の広報活動計画 

資料 4-1 ： 自動車アセスメント表彰式実施報告 

資料 4-2 ： 自動車アセスメント表彰式開催（プレス資料） 

資料 4-3 ： 自動車アセスメントファイブスター大賞発表（プレス資料） 

資料 5   ： 自動車等安全性能評価実施要領（告示） 

 

参考 1-1 ： 歩行者頭部保護性能試験方法（改定案） 

参考 1-2 ： 歩行者頭部保護性能試験方法 新旧対照表 

参考 1-3 ： 歩行者頭部保護性能試験付属書（改定案） 

参考 2-1 ： 衝突安全性能評価方法（改定案） 

参考 2-2 ： 衝突安全性能評価方法 新旧対照表 

参考 3   ： 自動車アセスメント評価検討会 委員名簿（2024 年 6 月時点） 

 

 

 

 

 



 

参考資料４ 

令和６年度 第２回自動車アセスメント評価検討会 

2024 年 12 月 12 日（木）  

1 3 ： 0 0 ～ 1 5 ： 0 0 

TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 15Ｃ 

 

〇議事次第 

【審議事項】 

１． AEBS 対歩行者（夜間）試験の効率化について 

２． 歩行者頭部保護性能評価ガラス試験法の継続検討課題について 

３． 新オフセット前面衝突試験の子供評価導入について 

４． 車両選定の柔軟化について 

５． 後面衝突頚部保護性能試験の試験シートの取り扱いについて 

【報告事項】 

６． 「新オフセット前面衝突試験」のデモンストレーションを受けた報道ぶり 

 

〇配布資料 

資料 1   ： AEBS 対歩行者（夜間）試験の効率化に関する検討 (P.1) 

資料 2   ： 歩行者頭部保護性能評価ガラス試験法の継続検討課題について (P.10) 

資料 3   ： 新オフセット前面衝突試験の子供評価導入について (P.17) 

資料 4   ： 車両選定の柔軟化について (P.24) 

資料 5   ： 後面衝突頚部保護性能試験の試験シートの取り扱いについて (P.27) 

資料 6   ： 「新オフセット前面衝突試験」のデモンストレーションを受けた報道ぶり (P.28) 

 

参考 1   ： 自動車アセスメント評価検討会 委員名簿（2024 年 12 月時点） (P.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考資料４ 

令和６年度 第３回自動車アセスメント評価検討会 

2025 年 3 月 18 日（火） 

1 0 ： 0 0 ～ 1 2 ： 0 0  

TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 14Ｃ 

 

〇議事次第 

【審議事項】 

１． AEBS［交差点（対車両：出会い頭）］、AEBS［交差点（対二輪：右直）］シナリオの自動車ア

セスメント評価導入に向けた検討 

２． AEBS［交差点］の責任点見直し 

３． 歩行者頭部保護性能評価ガラス試験法の継続検討課題について 

４． 自動車アセスメントロードマップ改定案 

５． その他試験の試験・評価方法の修正等について 

【報告事項】 

６． 令和６年度の広報活動報告及び自動車アセスメント表彰式の概要について 

 

〇配布資料 ※「参考１～6」は事前メール配布のみ 

資料 1   ： AEBS[交差点]の新たな試験・評価方法の策定について 

資料 2   ： AEBS[交差点]の責任点見直し 

資料 3   ： 歩行者頭部保護性能評価ガラス試験法の継続検討課題について 

資料 4   ： 自動車アセスメントロードマップ改定案 

資料 5   ： その他試験方法及び評価方法の修正等の概要 

資料 6   ： 令和６年度(2024 年度)の広報活動報告及び自動車アセスメント表彰式の概要につ 

     いて 

 

参考 1   ：フルラップ前面衝突安全性能試験方法(案) 

参考 2   ：新オフセット前面衝突安全性能試験方法(案) 

参考 3   ：側面衝突安全性能試験方法(案) 

参考 4   ：後面衝突頚部保護性能試験方法(案) 

参考 5   ：歩行者頭部保護性能試験方法(案) 

参考 6   ：自動車等アセスメント情報提供事業における衝突安全性能評価方法(案) 

 

 

 



































































評価基準Ⅰ

10

5

取組意欲 5

業務
理解度

10

実施体制 10

実現性 10
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20

15

参考見積

評価基準Ⅱ

5

5

4

14

評価点

5

100

配点

45

20

30

注１　複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により配点を行う。
注２　該当がない場合については加点しないこととする。

注１　評価得点計の合計値が最も高い企画提案書が特定される。ただし、最高得点者が複数いる場合には、全審査員の
多数決により特定する。
注２　合計点が57点（約1/２以下）に満たない者の提案は無効とする（質の確保）

次世代育成支援対策推進法に
基づく認定

女性の職業生活における活躍
の促進に関する法律に基づく
認定

その他

評価点

評価点合計

評価点

着目点 評価点

注１　評価が微妙な場合は、１５点、７点、２点も採用される。

テーマに対
する企画提
案

テ―マ

提案の網羅性

提案の有益性・的確性

提案の実現性・効果

業務規模と参考見積の整合性

小計

評価基準表

評価項目 着目点

実施体制・
実施フ
ロー・
工程表

実施体制の的確性

実施フローの的確性

企画提案者
の能力

専門的な
知識力

過去３年間の
業務実績

自動車ユーザーへの情報提
供・自動車ユーザーの施策に
対する理解促進に係る知見・
専門知識

提案内容の積極性

自動車アセスメント事業の理
解

配点

配点

配点

評価項目 着目点

若者雇用促進法に基づく認定

ワークライ
フバランス

等

着目点

小計



（様式１）

件名：

会 社 名

電 話 番 号

注： 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しとともに提出すること。

企画競争参加申込書

自動車アセスメント認知度向上のための「守る」ページ見直し等広報推進業務

氏　　　　　名



 



（様式２） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

会社名                                               

 

※ １～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

※ それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・ 

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に規定する 

同要領の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女 

共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 

○ 第１２条に基づく認定（プラチナえるぼし認定）を取得している。                  

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 第９条に基づく認定（えるぼし認定）の３段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目

３：労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ ２段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満た

している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ １段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満た

している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしており、 

かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

 

○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。                 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 「くるみん認定」（令和 4 年 4 月 1 日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 「くるみん認定」（平成 29 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日までの基準）を取得してい

る。                                                       

【 該当 ・ 該当しない 】 

〇「トライくるみん認定」を取得している。                

  【 該当 ・ 該当しない 】 

 

〇「くるみん（平成 29 年 3 月 31 日までの基準）を取得している。  【 該当 ・ 該当しない 】 



（様式２） 

３．若者雇用促進法に基づく認定 

 

○ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）を取得している。 

  【 該当 ・ 該当しない 】 



独立行政法人自動車事故対策機構　自働車アセスメント部あて

件名：

会社名：

担当者名：

ＦＡＸ番号：

電話番号：

回　　答

質　　問　　書

自動車アセスメント認知度向上のための「守る」ページ見直し等広報推進業務

質問事項


